
 
  

1

○ 

社
債
等
登
録
法
施
行
令
（
昭
和
十
七
年
勅
令
第
四
百
九
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

 
 

第
四
十
四
条 
信
託
行
為
ニ
依
リ
テ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
コ
ト
ト
サ
レ
タ
ル
モ
ノ

ヲ
除
ク
ノ
外
社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ハ
受
託
者
ノ
ミ
ニ
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

得 

    

第
四
十
四
条 

左
ニ
掲
グ
ル
社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ハ
受
託
者
ノ
ミ
ニ
テ
之
ヲ
請
求

ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

一 

信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
無
記
名
社
債
ニ
シ
テ
其
ノ
債
券
ニ
信
託
法
第
三
条
第

二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
信
託
財
産
ナ
ル
コ
ト
ノ
表
示
ア
ル
モ
ノ
ノ
信
託
ノ
登
録 

二 

信
託
法
第
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
社
債
ノ
信
託
ノ

登
録 

三 

信
託
法
第
二
十
七
条
ノ
規
定
ニ
基
キ
復
旧
ス
ル
社
債
ノ
信
託
ノ
登
録 

 

第
四
十
六
条 

社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ハ
信
託
ニ
係
ル
当
該
社
債
ノ
移
転
又
ハ
変
更

ノ
登
録
ノ
請
求
ト
同
一
ノ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
前
条

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
受
益
者
又
ハ
委
託
者
ガ
受
託
者
ニ
代
位
シ
テ
社
債
ノ
信

託
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ 

②
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
方
法
ニ
依

リ
為
サ
レ
タ
ル
信
託
ニ
因
ル
社
債
ノ
変
更
ノ
登
録
ハ
受
託
者
ノ
ミ
ニ
テ
之
ヲ
請

求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

（
削
る
） 

 

第
四
十
六
条 

社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ハ
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
信

託
ニ
因
ル
当
該
社
債
ノ
移
転
ノ
登
録
ノ
請
求
ト
同
一
ノ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
請
求

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
受
益
者
又
ハ
委
託
者
ガ
受

託
者
ニ
代
位
シ
テ
社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ 

②
第
四
十
四
条
第
一
号
ノ
社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ハ
第
三
十
六
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
当
該
社
債
ノ
登
録
ノ
請
求
ト
同
一
ノ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス 

③
前
二
項
ノ
規
定
ハ
信
託
法
第
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
テ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
社

債
ノ
信
託
ノ
登
録
ノ
請
求
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 

第
四
十
七
条 

受
託
者
変
更
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
録
社
債
ノ
移
転
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス

ル
ニ
ハ
請
求
書
ニ
其
ノ
変
更
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 

第
四
十
七
条 
受
託
者
更
迭
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
録
社
債
ノ
移
転
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス

ル
ニ
ハ
請
求
書
ニ
其
ノ
更
迭
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 



 
  

2

②
前
項
ノ
規
定
ハ
信
託
法
第
八
十
六
条
第
四
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
為
ス
ベ
キ
変
更
ノ

登
録
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 
 

②
前
項
ノ
規
定
ハ
信
託
法
第
五
十
条
第
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
為
ス
ベ
キ
変
更
ノ
登

録
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 

第
四
十
八
条 
受
託
者
ノ
任
務
ガ
死
亡
、
後
見
開
始
若
ハ
保
佐
開
始
ノ
審
判
、
破

産
手
続
開
始
ノ
決
定
、
法
人
ノ
合
併
以
外
ノ
理
由
ニ
因
ル
解
散
又
ハ
裁
判
所
若

ハ
主
務
官
庁
（
其
ノ
権
限
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政
庁
及
其
ノ

権
限
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
都
道
府
県
ノ
執
行
機
関
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）

ノ
解
任
命
令
ニ
因
リ
テ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
条
ノ
登
録
ハ
新
受
託
者
又
ハ
他

ノ
受
託
者
ノ
ミ
ニ
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

 

第
四
十
八
条 

受
託
者
ノ
任
務
ガ
死
亡
、
破
産
手
続
開
始
ノ
決
定
、
後
見
開
始
若

ハ
保
佐
開
始
ノ
審
判
又
ハ
裁
判
所
若
ハ
主
務
官
庁
（
其
ノ
権
限
ノ
委
任
ヲ
受
ケ

タ
ル
国
ニ
所
属
ス
ル
行
政
庁
及
其
ノ
権
限
ニ
属
ス
ル
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
都
道
府

県
ノ
執
行
機
関
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
ノ
解
任
命
令
ニ
因
リ
テ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
前
条
ノ
登
録
ハ
新
受
託
者
又
ハ
他
ノ
受
託
者
ノ
ミ
ニ
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
受
託
者
タ
ル
法
人
ノ
任
務
ガ
解
散
ニ
因
リ
テ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ 

 

第
四
十
九
条 

社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
請
求
書
ニ
左
ノ

事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
面
ヲ
添
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 

一 

委
託
者
、
受
託
者
及
受
益
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
及
住
所 

二 

受
益
者
ノ
指
定
ニ
関
ス
ル
条
件
又
ハ
受
益
者
ヲ
定
ム
ル
方
法
ノ
定
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
定 

三 

信
託
管
理
人
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
及
住
所 

四 

受
益
者
代
理
人
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
及
住
所 

五 

信
託
法
第
百
八
十
五
条
第
三
項
ニ
規
定
ス
ル
受
益
証
券
発
行
信
託
デ
ア
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
旨 

六 

信
託
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
受
益
者
ノ
定
ナ
キ
信
託
デ

ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨 

七 

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
ニ

規
定
ス
ル
公
益
信
託
デ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨 

第
四
十
九
条 

社
債
ノ
信
託
ノ
登
録
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
請
求
書
ニ
左
ノ

事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
面
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 

一 

委
託
者
、
受
託
者
、
受
益
者
及
信
託
管
理
人
ノ
氏
名
及
住
所 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 
（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

 



 
  

3

八
〜
十
一 

（
略
） 

② 
（
略
） 

③
第
一
項
第
二
号
乃
至
第
六
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ノ
何
レ
カ
ヲ
記
載
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

同
項
第
一
号
ノ
受
益
者
（
同
項
第
四
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
当
該
受
益
者
代
理
人
ガ
代
理
ス
ル
受
益
者
ニ
限
ル
）
ノ
氏
名
又
ハ
名
称

及
住
所
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ 

 

二
〜
五 

（
同
上
） 

② 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

   

第
五
十
一
条 

裁
判
所
ガ
信
託
管
理
人
又
ハ
受
益
者
代
理
人
ヲ
選
任
シ
又
ハ
解
任

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
信
託
原
簿
ノ
記
載
ヲ
登
録
機
関
ニ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス
主
務
官
庁
ガ
信
託
管
理
人
又
ハ
受
益
者
代
理
人
ヲ
選
任
シ
又
ハ
解
任
シ
タ

ル
ト
キ
亦
同
ジ 

② 

（
略
） 

 

第
五
十
一
条 

裁
判
所
ガ
信
託
管
理
人
ヲ
選
任
シ
又
ハ
解
任
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞

ナ
ク
信
託
原
簿
ノ
記
載
ヲ
登
録
機
関
ニ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
主
務
官
庁
ガ
信

託
管
理
人
ヲ
選
任
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ 

 

② 

（
同
上
） 

 

第
五
十
二
条 

前
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
裁
判
所
又
ハ
主
務
官
庁
ガ
信
託
ノ
変
更
ヲ

命
ジ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 

第
五
十
二
条 

前
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
裁
判
所
ガ
信
託
財
産
ノ
管
理
方
法
ヲ
変
更

シ
又
ハ
主
務
官
庁
ガ
信
託
ノ
条
項
ヲ
変
更
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 

第
五
十
三
条 

登
録
機
関
ハ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
登
録
社
債
ニ
付
左
ニ
掲
グ
ル
登

録
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
職
権
ヲ
以
テ
信
託
原
簿
ノ
記
載
ノ
変
更
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

一 

信
託
法
第
七
十
五
条
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
登
録
社
債
ノ
移

転
ノ
登
録 

二 

信
託
法
第
八
十
六
条
第
四
項
本
文
ノ
規
定
ニ
依
ル
登
録
社
債
ノ
変
更
ノ
登

録 

三 

受
託
者
タ
ル
登
録
名
義
人
ノ
氏
名
若
ハ
名
称
又
ハ
住
所
ニ
付
テ
ノ
変
更
又

第
五
十
三
条 

第
四
十
七
条
又
ハ
第
四
十
八
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
登
録
ヲ
為
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
登
録
機
関
ハ
職
権
ヲ
以
テ
信
託
原
簿
ノ
記
載
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス 



 
  

4

ハ
更
正
ノ
登
録 

 

第
五
十
五
条
ノ
二 

信
託
ノ
併
合
又
ハ
分
割
ニ
因
リ
登
録
社
債
ガ
一
ノ
信
託
ノ
信

託
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産
ヨ
リ
他
ノ
信
託
ノ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産
ト
ナ
リ
タ

ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
当
該
登
録
社
債
ニ
係
ル
当
該
一
ノ
信
託
ニ
付
テ
ノ
信
託
ノ
登

録
ノ
抹
消
及
当
該
他
ノ
信
託
ニ
付
テ
ノ
信
託
ノ
登
録
ノ
請
求
ハ
信
託
ノ
併
合
又

ハ
分
割
ニ
因
ル
登
録
社
債
ノ
変
更
ノ
登
録
ノ
請
求
ト
同
一
ノ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
信
託
ノ
併
合
又
ハ
分
割
以
外
ノ
事
由
ニ
因
リ
登
録
社
債
ガ
一

ノ
信
託
ノ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産
ヨ
リ
受
託
者
ヲ
同
一
ト
ス
ル
他
ノ
信
託
ノ

信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ 

②
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
登
録
社
債
ニ
付
為
ス
左
ノ
表
ノ
上
欄
ニ
掲
グ
ル
場
合
ニ
於

ケ
ル
登
録
社
債
ノ
変
更
ノ
登
録
（
第
四
十
六
条
第
二
項
ノ
登
録
ヲ
除
ク
）
ニ
付

テ
ハ
同
表
ノ
中
欄
ニ
掲
グ
ル
者
ヲ
登
録
権
利
者
ト
シ
同
表
ノ
下
欄
ニ
掲
グ
ル
者

ヲ
登
録
義
務
者
ト
ス 

一 

登
録
社
債
ガ
固
有
財
産
ニ
属
ス
ル

財
産
ヨ
リ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産

ト
ナ
リ
タ
ル
場
合 

受
益
者 
受
託
者 

二 

登
録
社
債
ガ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル

財
産
ヨ
リ
固
有
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産

ト
ナ
リ
タ
ル
場
合 

受
託
者 

受
益
者 

三 

登
録
社
債
ガ
一
ノ
信
託
ノ
信
託
財

産
ニ
属
ス
ル
財
産
ヨ
リ
他
ノ
信
託
ノ

信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
財
産
ト
ナ
リ
タ

当
該
他
ノ
信

託
ノ
受
益
者

及
受
託
者 

当
該
一
ノ
信

託
ノ
受
益
者

及
受
託
者 

（
新
設
） 



 
  

5

ル
場
合 

  

第
五
十
八
条 
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
登
録
社
債
ガ
移
転
又
ハ
変
更
ニ
因
リ
信
託
財

産
ニ
属
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
為
ス
ベ
キ
信
託
ノ
登
録
ノ
抹
消
ハ
移

転
又
ハ
変
更
ノ
登
録
ノ
請
求
ト
同
一
ノ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス 

②
信
託
ノ
登
録
ノ
抹
消
ハ
受
託
者
ノ
ミ
ニ
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

 

第
五
十
八
条 

信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
登
録
社
債
ガ
移
転
ニ
因
リ
信
託
財
産
ニ
属
セ

ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
為
ス
ベ
キ
信
託
ノ
登
録
ノ
抹
消
ハ
移
転
ノ
登
録

ノ
請
求
ト
同
一
ノ
書
面
ヲ
以
テ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

②
前
項
ノ
規
定
ハ
信
託
財
産
ニ
属
ス
ル
登
録
社
債
ガ
信
託
ノ
終
了
ニ
因
リ
移
転
シ

タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス 

 

第
六
十
二
条 

登
録
ヲ
為
シ
タ
ル
無
記
名
社
債
ノ
社
債
権
者
ハ
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百
十
八
条
第
四
項
及
第
七
百
二
十
三
条
第
三
項

並
ニ
担
保
付
社
債
信
託
法
第
四
十
九
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
債
券
ヲ
提
示
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
内
閣
府
令
、
法
務
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

当
該
社
債
権
者
ノ
権
利
ニ
関
ス
ル
登
録
ノ
内
容
ヲ
証
明
シ
タ
ル
書
面
（
以
下
登

録
内
容
証
明
書
ト
称
ス
）
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
既
ニ
其
ノ
交
付

ヲ
受
ケ
未
ダ
之
ヲ
交
付
シ
タ
ル
登
録
機
関
ニ
返
納
セ
ザ
ル
間
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ

ズ 

②
〜
⑤ 

（
略
） 

第
六
十
二
条 

登
録
ヲ
為
シ
タ
ル
無
記
名
社
債
ノ
社
債
権
者
ハ
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
百
十
八
条
第
四
項
及
第
七
百
二
十
三
条
第
三
項

並
ニ
担
保
付
社
債
信
託
法
第
九
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
債
券
ヲ
提
示
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
内
閣
府
令
、
法
務
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ

当
該
社
債
権
者
ノ
権
利
ニ
関
ス
ル
登
録
ノ
内
容
ヲ
証
明
シ
タ
ル
書
面
（
以
下
登

録
内
容
証
明
書
ト
称
ス
）
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
既
ニ
其
ノ
交
付

ヲ
受
ケ
未
ダ
之
ヲ
交
付
シ
タ
ル
登
録
機
関
ニ
返
納
セ
ザ
ル
間
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ

ズ 

②
〜
⑤ 

（
同
上
） 
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○ 
準
備
預
金
制
度
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

 
 

 

（
指
定
勘
定
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
債
券
は
、
同
条
第
一

項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
が
金
融
機
関
の
合
併
及

び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

八
十
七
号
）
第
八
条
又
は
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号

）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
債
券
（
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
の
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
七
号
）
附
則
第
百

六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則

第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す

る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
銀
行
で
同
項
の
認
可
を
受
け

た
も
の
（
そ
の
合
併
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
滅
金
融
機
関
が
同
項
に
規
定

す
る
外
国
為
替
銀
行
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
行
す
る
債
券
及
び
会
社
法

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八

十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転

換
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定

す
る
普
通
銀
行
で
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
が
発
行

 

（
指
定
勘
定
） 

第
二
条 

（
同
上
） 

２ 

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
債
券
は
、
同
条
第
一

項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
が
金
融
機
関
の
合
併
及

び
転
換
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
又
は
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第

九
十
三
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
債
券
（
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革

の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
七
号
）

附
則
第
百
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る

同
法
附
則
第
百
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
合
併
及
び
転

換
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
銀
行
で
同
項
の
認

可
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
合
併
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
滅
金
融
機
関
が
同

項
に
規
定
す
る
外
国
為
替
銀
行
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
行
す
る
債
券
を

含
む
。
）
の
う
ち
、
本
邦
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 
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す
る
債
券
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
本
邦
通
貨
で
表
示
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
銭
信
託
は
、
指
定

金
融
機
関
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十

三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託
（
信

託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
百
九
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼

営
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
ノ
四
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し

た
金
銭
信
託
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 

 

３ 

法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
銭
信
託
は
、
指
定

金
融
機
関
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十

三
号
）
第
五
条
ノ
四
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
補
て
ん
の
契
約
を
し
た
金
銭
信
託

（
貸
付
信
託
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

   

４
・
５ 

（
同
上
） 
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○ 

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
特
定
有
価
証
券
の
範
囲
） 

第
三
条
の
四 
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
次
条
、
第
四
条

及
び
第
四
条
の
四
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

二
の
二 

法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
五
に
掲
げ
る
有
価
証
券 

三
〜
五 

（
略
） 

 

（
特
定
有
価
証
券
の
範
囲
） 

第
三
条
の
四 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
有
価
証
券
（
次
条
、
第
四
条

及
び
第
四
条
の
四
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

三
〜
五 

（
同
上
） 
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○ 

全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
全
国
連
合
会
債
の
発
行
に
関
す
る
政
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
百
十
八
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
信
託
財
産
に
属
す
る
全
国
連
合
会
債
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
等
） 

第
二
十
条
の
二 
全
国
連
合
会
債
に
つ
い
て
は
、
当
該
全
国
連
合
会
債
が
信
託
財

産
に
属
す
る
旨
を
全
国
連
合
会
債
原
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
、

当
該
全
国
連
合
会
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
全
国
連
合
会
そ
の
他
の
第

三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
全
国
連
合
会
債
の
債
権
者
は
、
そ
の
有
す
る
全
国

連
合
会
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
と
き
は
、
全
国
連
合
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を

全
国
連
合
会
債
原
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

全
国
連
合
会
債
原
簿
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
第
十
五
条
第
一
項
及
び
法
第
五
十
四
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
第
一
項
中
「
全
国
連
合
会
債
原
簿
記
載
事
項
」
と

あ
る
の
は
「
全
国
連
合
会
債
原
簿
記
載
事
項
（
当
該
全
国
連
合
会
債
の
債
権
者

の
有
す
る
全
国
連
合
会
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
含
む
。
）
」
と
、
法
第

五
十
四
条
の
十
五
第
二
項
中
「
記
録
さ
れ
た
全
国
連
合
会
債
原
簿
記
載
事
項
」

と
あ
る
の
は
「
記
録
さ
れ
た
全
国
連
合
会
債
原
簿
記
載
事
項
（
当
該
全
国
連
合

会
債
の
債
権
者
の
有
す
る
全
国
連
合
会
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
含
む
。

）
」
と
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
全
国
連
合
会
債
の
債
券
を
発
行
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る

全
国
連
合
会
債
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
新
設
） 
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（
適
用
除
外
） 

 
第
二
十
五
条 

社
債
等
振
替
法
の
適
用
が
あ
る
全
国
連
合
会
債
に
つ
い
て
は
、
第

九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
並
び

に
第
二
十
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
適
用
除
外
） 
 

第
二
十
五
条 

社
債
等
振
替
法
の
適
用
が
あ
る
全
国
連
合
会
債
に
つ
い
て
は
、
第

九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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○ 

疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
金
融
機
関
等
の
範
囲
）  

第
一
条 

（
略
） 

 

２ 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
は
、
保
険
会

社
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外

国
保
険
会
社
等
、
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
、
証
券
会

社
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
十
五
号
）
第
二
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
、
投
資
信
託
及

び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条

第
十
八
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
業
者
、
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会

、
信
託
会
社
、
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
信
託
受
益
権
販
売
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
信
託
受
益
権
販

売
業
者
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、

無
尽
会
社
、
抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第

百
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「

抵
当
証
券
業
者
」
と
い
う
。
）
、
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
販

売
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
商
品
投
資
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
、
不
動
産
特

定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
（
以
下
「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。
）

（
金
融
機
関
等
の
範
囲
）  

第
一
条 

（
同
上
） 

 

２ 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
は
、
保
険
会

社
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
外

国
保
険
会
社
等
、
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保
険
業
者
、
証
券
会

社
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
外
国
証
券
会
社
、
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
十
五
号
）
第
二
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
、
投
資
信
託
及

び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条

第
十
八
項
に
規
定
す
る
投
資
信
託
委
託
業
者
、
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会

、
信
託
会
社
、
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
信
託
受
益
権
販
売
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
信
託
受
益
権
販

売
業
者
」
と
い
う
。
）
、
無
尽
会
社
、
抵
当
証
券
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
抵
当
証
券

業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
抵
当
証
券
業
者
」
と
い
う
。
）
、
商
品
投
資
に
係
る

事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
商
品
投
資
販
売
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
商
品
投
資
販
売
業
者
」

と
い
う
。
）
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
（
以
下
「
不
動
産
特
定
共

同
事
業
者
」
と
い
う
。
）
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
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、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以

下
「
貸
金
業
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貸
金
業
者
（

以
下
「
貸
金
業
者
」
と
い
う
。
）
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
、
同
条

第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
住
宅
金
融
会
社
」
と
い
う
。
）
、
商

品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に

規
定
す
る
商
品
取
引
員
（
次
条
に
お
い
て
「
商
品
取
引
員
」
と
い
う
。
）
、
金

融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規

定
す
る
金
融
先
物
取
引
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
金
融
先
物
取
引
業
者
」
と
い

う
。
）
、
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

三
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
管
振
替
機
関
、
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
参
加
者
（
次
条
に
お
い
て
「
参
加
者
」
と
い
う
。
）
、
社
債
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

振
替
機
関
（
同
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
と
み
な
さ
れ
る
日
本

銀
行
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
口
座
管
理
機
関
（
次
条

に
お
い
て
「
口
座
管
理
機
関
」
と
い
う
。
）
及
び
本
邦
に
お
い
て
外
国
為
替
及

び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
。
次
条
に
お
い
て
「

外
為
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
両
替
業
務
を
行
う
者
（

次
条
に
お
い
て
「
本
邦
に
お
い
て
両
替
業
務
を
行
う
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る

。 
年
法
律
第
三
十
二
号
。
以
下
「
貸
金
業
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
貸
金
業
者
（
以
下
「
貸
金
業
者
」
と
い
う
。
）
、
貸
金
業
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
第

三
号
に
掲
げ
る
者
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
住
宅
金
融

会
社
」
と
い
う
。
）
、
商
品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九

号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
員
（
次
条
に
お
い
て
「
商
品
取

引
員
」
と
い
う
。
）
、
金
融
先
物
取
引
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号

）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
金
融
先
物
取
引
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
金

融
先
物
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
、
株
券
等
の
保
管
及
び
振
替
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
管
振
替
機

関
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
参
加
者
（
次
条
に
お
い
て
「
参
加
者
」
と
い
う

。
）
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
（
同
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
振
替

機
関
と
み
な
さ
れ
る
日
本
銀
行
を
含
む
。
）
、
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
口
座
管
理
機
関
（
次
条
に
お
い
て
「
口
座
管
理
機
関
」
と
い
う
。
）
及
び
本

邦
に
お
い
て
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十

八
号
。
次
条
に
お
い
て
「
外
為
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
両
替
業
務
を
行
う
者
（
次
条
に
お
い
て
「
本
邦
に
お
い
て
両
替
業
務
を
行
う

者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
べ
き
業
務
の
範
囲
） 

 

第
二
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す

（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
べ
き
業
務
の
範
囲
） 

 

第
二
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
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る
者
（
以
下
「
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。 

 
一
〜
九 

（
略
） 

九
の
二 
信
託
業
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者 

信
託
法
（

平
成
十
八
年
法
律
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る

信
託
に
係
る
事
務
に
関
す
る
業
務 

十
〜
十
九 

（
略
） 

る
者
（
以
下
「
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。 

 

一
〜
九 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

  

十
〜
十
九 

（
同
上
） 
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○ 

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
八
十
五
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 

 
 

（
債
券
の
募
集
等
に
関
す
る
法
令
の
適
用
） 

 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
て
は

、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
規
定
（
他
の

法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
農
林
中
央

金
庫
を
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
担
保
付
社
債
に
関
す
る
信
託
事
業
の
免
許

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十

二
条
中
「
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
監
査
役
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
、
経
営

管
理
委
員
若
し
く
は
監
事
」
と
、
同
法
第
五
十
六
条
中
「
取
締
役
」
と
あ
る
の

は
「
理
事
」
と
、
同
法
第
七
十
条
中
「
社
員
、
取
締
役
」
と
あ
る
の
は
「
社
員

、
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
取
締
役
」
と
す
る
。 

  

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
五
十
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
て
は
、
信
託
業
法
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
当
該
規
定
に
係
る
罰

則
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
農
林
中
央
金
庫
を
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
債
券
の
募
集
等
に
関
す
る
法
令
の
適
用
） 

 

第
六
条 

（
同
上
） 

２ 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
て
は

、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
規
定
（
他
の

法
令
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
農
林
中
央

金
庫
を
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
付
社
債
に
関
す
る
信
託
事
業

の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
会
社
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

法
第
六
条
本
文
中
「
銀
行
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
中
央
金
庫
法
其
ノ
他
ノ

法
律
ノ
規
定
ニ
依
リ
農
林
中
央
金
庫
ガ
営
ム
コ
ト
ヲ
得
ル
業
務
」
と
、
同
法
第

十
二
条
中
「
取
締
役
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
若
ハ
経
営
管
理
委
員
」
と
、
同
法

第
百
五
条
第
一
項
中
「
取
締
役
」
と
あ
る
の
は
「
理
事
」
と
、
同
法
第
百
十
条

中
「
社
員
、
取
締
役
」
と
あ
る
の
は
「
社
員
、
理
事
、
経
営
管
理
委
員
、
取
締

役
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

（
同
上
） 

（
新
設
） 
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読
み
替
え
る
信
託

業
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
五
十
条
の
二
第

三
項
第
一
号 

商
号 

名
称 

第
五
十
条
の
二
第

三
項
第
三
号 
取
締
役
及
び
監
査
役
（
委

員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て

は
取
締
役
及
び
執
行
役
、

持
分
会
社
に
あ
っ
て
は
業

務
を
執
行
す
る
社
員
） 

理
事
及
び
経
営
管
理
委
員

並
び
に
監
事 

第
五
十
条
の
二
第

三
項
第
七
号
、
同

条
第
十
二
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
す

る
第
三
十
四
条
第

三
項 

営
業
所 

事
務
所 

第
五
十
条
の
二
第

六
項
第
八
号 

取
締
役
若
し
く
は
執
行
役

、
会
計
参
与
又
は
監
査
役

理
事
若
し
く
は
経
営
管
理

委
員
又
は
監
事 

第
五
十
条
の
二
第

十
二
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
す
る
第

十
一
条
第
一
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 
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第
五
十
条
の
二
第

十
二
項
の
表
第
三

十
四
条
第
一
項
の

項
及
び
第
四
十
一

条
第
三
項
の
項 

行
う
す
べ
て
の
営
業
所 

行
う
す
べ
て
の
事
務
所 

又
は
監
査
役 

取
締
役
若
し
く
は
執
行
役

又
は
監
査
役 

第
五
十
条
の
二
第

十
二
項
の
表
第
四

十
一
条
第
二
項
第

二
号
の
項 

若
し
く
は
監
査
役
又
は
業

務
を
執
行
す
る
社
員 

理
事
若
し
く
は
経
営
管
理

委
員
又
は
監
事 

こ
れ
ら
の
業
務 

営
業
所
そ
の
他
の
施
設
若

し
く
は
当
該
信
託
会
社
を

子
会
社
と
す
る
持
株
会
社

の
営
業
所
若
し
く
は
事
務

所
に
立
ち
入
ら
せ
、
こ
れ

ら
の
業
務 

第
五
十
条
の
二
第

十
二
項
の
表
第
四

十
二
条
第
一
項
の

項 

こ
れ
ら
の
事
務 

事
務
所
そ
の
他
の
施
設
に

立
ち
入
ら
せ
、
こ
れ
ら
の

事
務 

又
は
監
査
役 

取
締
役
若
し
く
は
執
行
役

、
会
計
参
与
又
は
監
査
役 

第
五
十
条
の
二
第

十
二
項
の
表
第
四

十
五
条
第
二
項
の

項 

若
し
く
は
監
査
役
又
は
業

務
を
執
行
す
る
社
員 

理
事
若
し
く
は
経
営
管
理

委
員
又
は
監
事 
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（
信
託
財
産
に
属
す
る
農
林
債
に
つ
い
て
の
対
抗
要
件
等
） 

第
二
十
九
条
の
二 

農
林
債
に
つ
い
て
は
、
当
該
農
林
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る

旨
を
農
林
債
原
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
、
当
該
農
林
債
が
信
託

財
産
に
属
す
る
こ
と
を
農
林
中
央
金
庫
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

２ 

第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
農
林
債
の
債
権
者
は
、
そ
の
有
す
る
農
林
債
が

信
託
財
産
に
属
す
る
と
き
は
、
農
林
中
央
金
庫
に
対
し
、
そ
の
旨
を
農
林
債
原

簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

農
林
債
原
簿
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け

る
法
第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
法
第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
記
録
さ
れ
た
農
林
債
原
簿
記
載
事
項

」
と
あ
る
の
は
「
記
録
さ
れ
た
農
林
債
原
簿
記
載
事
項
（
当
該
農
林
債
の
債
権

者
の
有
す
る
農
林
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
含
む
。
）
」
と
、
第
二
十
四

条
第
一
項
中
「
農
林
債
原
簿
記
載
事
項
（
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
債
原
簿

記
載
事
項
（
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
い
い
、
当
該
農
林
債
の

債
権
者
の
有
す
る
農
林
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
農
林
債
の
債
券
を
発
行
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
農
林
債

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
適
用
除
外
） 

 

第
三
十
三
条 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
農
林
債

  

（
新
設
） 

                  

（
適
用
除
外
） 

 

第
三
十
三
条 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
農
林
債
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に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項

、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第

一
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項

、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第

一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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○ 

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 

（
金
融
機
関
等
） 

第
一
条 

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正

な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
十
号

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十

四
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

（
顧
客
に
準
ず
る
者
） 

 

第
一
条
の
二 

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
信
託
の
受

益
者
（
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
勤
労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財

産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
（
以
下
「
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
」
と
い
う
。

）
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産

形
成
給
付
金
契
約
（
以
下
「
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
金
契
約
」
と
い
う
。
）
、

同
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
（
以
下
「

勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
」
と
い
う
。
）
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成

十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
運
用
契

約
、
企
業
年
金
基
金
が
同
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
す
る
同

法
第
六
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
及
び
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
信
託
の
契
約
（
以
下
「
資
産
管
理
運
用
契
約
等
」
と
い
う
。
）
、
社

（
顧
客
に
準
ず
る
者
） 

 

第
一
条 

金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正

な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
信
託
の
受
益
者
（
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財

産
形
成
貯
蓄
契
約
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契

約
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
（
以
下
「

勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
等
」
と
い
う
。
）
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
金
契
約
（
以
下
「
勤
労

者
財
産
形
成
給
付
金
契
約
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
（
以
下
「
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
契
約
」
と

い
う
。
）
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
運
用
契
約
、
企
業
年
金
基
金
が
同
法
第
六

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
す
る
同
法
第
六
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
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債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
五
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
す
る
加
入
者
保
護
信
託
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
法

（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
契

約
（
以
下
「
資
産
管
理
契
約
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
契
約

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

 

げ
る
契
約
及
び
同
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
の
契
約
（
以
下
「

資
産
管
理
運
用
契
約
等
」
と
い
う
。
）
、
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
締
結
す
る

加
入
者
保
護
信
託
契
約
、
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号

）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
管
理
契
約
（
以
下
「
資
産
管
理
契
約
」
と

い
う
。
）
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る

。 

 

（
金
融
等
業
務
） 

 

第
二
条 

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。 

 

一 

特
定
金
融
機
関
等
（
金
融
機
関
等
の
う
ち
次
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

当
該

特
定
金
融
機
関
等
が
行
う
業
務 

二
〜
七 

（
略
） 

八 

法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
信
託
受
益
権
販

売
業
者
」
と
い
う
。
） 

信
託
業
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
受
益

権
販
売
業 

九
〜
十
九 

（
略
） 

二
十 

第
一
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等 

信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百

八
号
）
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
信
託
に
係
る
事
務
に

関
す
る
業
務 

（
金
融
等
業
務
） 

 

第
二
条 

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。 

 

一 

特
定
金
融
機
関
等
（
金
融
機
関
等
の
う
ち
次
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

当
該

特
定
金
融
機
関
等
が
行
う
業
務 

二
〜
七 

（
同
上
） 

八 

法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
（
以
下
「
信
託
受
益
権
販

売
業
者
」
と
い
う
。
） 

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
受
益
権
販
売
業 

九
〜
十
九 

（
同
上
） 

 

（
新
設
） 
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（
預
貯
金
契
約
の
締
結
等
の
取
引
） 

第
三
条 
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る

取
引
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
衆
等
脅

迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
又
は
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及

び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
犯
罪
収
益
等
若
し
く
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

薬
物
犯
罪
収
益
等
の
隠
匿
及
び
収
受
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
取
引
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第

三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
（
法
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客

等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
取
引
を
除
く
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

信
託
（
受
益
権
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に

表
示
さ
れ
る
権
利
（
同
項
第
七
号
の
三
か
ら
第
七
号
の
五
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
又
は
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規

制
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
受
益
権
（
以
下
「

商
品
投
資
受
益
権
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
及
び
担
保
付
社
債
信
託
法
（

明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
の
開
始 

 

四 

〜
三
十
二 

（
略
） 

（
預
貯
金
契
約
の
締
結
等
の
取
引
） 

 

第
三
条 

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る

取
引
（
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
の
処
罰
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
衆
等
脅

迫
目
的
の
犯
罪
行
為
の
た
め
の
資
金
の
提
供
等
又
は
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及

び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
犯
罪
収
益
等
若
し
く
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る

薬
物
犯
罪
収
益
等
の
隠
匿
及
び
収
受
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
取
引
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第

三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
あ
っ
て
は
、
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
等
（
法
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客

等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
取
引
を
除
く
。 

 

一
・
二 

（
同
上
） 

三 

信
託
（
受
益
権
が
証
券
取
引
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に

表
示
さ
れ
る
権
利
（
同
項
第
七
号
の
三
及
び
第
七
号
の
四
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
又
は
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
商
品
投
資
受
益
権
（
以
下
「
商
品

投
資
受
益
権
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
及
び
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治

三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
契
約
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
引
の
開
始 

 

四 

〜
三
十
二 
（
同
上
） 
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２
・
３ 

（
略
） 

 

２
・
３ 

（
同
上
） 

（
銀
行
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
） 

 

第
七
条 

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限

（
以
下
「
長
官
権
限
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
及
び

第
九
条
に
定
め
る
も
の
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
事
項

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
長
官
検
査
・
是
正
命
令
等
権
限
」
と
い
う
。

）
で
、
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
、
信
託
会
社
、
信
託
受
益
権
販
売

業
者
、
抵
当
証
券
業
者
及
び
信
託
業
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け

た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
も
の
は
、

そ
の
本
店
（
銀
行
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
た
る
外
国
銀
行
支
店

及
び
信
託
業
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
た
る
支
店
を
含
む
。
）
又

は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
営
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
本
店
等
」
と

い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局

の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る

。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
銀
行
等
に
係
る
取
引
に
関
す
る
行
政
庁
の
権
限
委
任
等
） 

 

第
七
条 

法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限

（
以
下
「
長
官
権
限
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
七
条
、
第
八
条
第
一
項
及
び

第
九
条
に
定
め
る
も
の
（
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
事
項

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
長
官
検
査
・
是
正
命
令
等
権
限
」
と
い
う
。

）
で
、
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
、
信
託
会
社
、
信
託
受
益
権
販
売

業
者
及
び
抵
当
証
券
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）

に
対
す
る
も
の
は
、
そ
の
本
店
（
銀
行
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主

た
る
外
国
銀
行
支
店
及
び
信
託
業
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
た
る

支
店
を
含
む
。
）
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
営
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
本
店
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在

地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支

局
長
）
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
金
融
庁
長
官
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
使
す
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

２
・
３ 

（
同
上
） 
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○ 

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
三
百
六
十
二
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

 
 

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
申
請
） 

第
八
条 

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
（
以
下
こ
の
条
か

ら
第
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
「
信
託
の
記
載
又
は
記
録
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の

そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。 

一 

信
託
の
委
託
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う

。
）
の
信
託
の
受
託
者
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条

に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
振
替
社
債
の
譲
渡
又
は
質
入

れ
に
よ
り
当
該
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と

な
る
場
合 

委
託
者 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

 

二 

受
託
者
の
変
更
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利

が
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
新
受
託
者
に
移
転
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
前
受
託
者 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

受
託
者 

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
申
請
） 

第
八
条 

法
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十

二
条
ま
で
に
お
い
て
「
信
託
の
記
載
又
は
記
録
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
そ
の
直

近
上
位
機
関
に
対
す
る
申
請
に
よ
り
行
う
。 

一 

信
託
の
委
託
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う

。
）
の
信
託
の
受
託
者
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条

に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
振
替
社
債
の
譲
渡
又
は
質
入

れ
に
よ
り
当
該
振
替
社
債
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

委
託

者 

二 

振
替
社
債
が
信
託
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
十
四
条
に
規

定
す
る
受
託
者
の
得
た
財
産
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
信
託
財
産
に
属
す
る

こ
と
と
な
る
場
合 

受
託
者 

三 

信
託
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
信
託
財
産
の
復
旧
に
よ
り
振
替
社
債
が

信
託
財
産
に
属
す
る
場
合 

受
託
者 

四 

受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合 

信
託
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

前
受
託
者 

  

（
新
設
） 
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２ 

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
受
託
者
又
は
信
託
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
の
口
座

二
・
三 
（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

受
託
者
又
は
信
託
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
の
口
座 

二
・
三 

（
同
上
） 

 

（
代
位
に
よ
る
申
請
） 

 

第
九
条 

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
受
益
者
又

は
委
託
者
は
、
受
託
者
に
代
位
し
て
信
託
の
記
載
又
は
記
録
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

２ 

信
託
の
受
益
者
又
は
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
と
き
は

、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
位
の

原
因
を
示
し
、
か
つ
、
当
該
代
位
の
原
因
及
び
当
該
申
請
に
係
る
振
替
社
債
に

つ
い
て
の
権
利
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
代
位
に
よ
る
申
請
） 

 

第
九
条 

前
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託

の
受
益
者
又
は
委
託
者
は
、
受
託
者
に
代
位
し
て
信
託
の
記
載
又
は
記
録
を
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

信
託
の
受
益
者
又
は
委
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
と
き
は

、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
受
託
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
位
の

原
因
を
示
し
、
か
つ
、
当
該
代
位
の
原
因
及
び
当
該
申
請
に
係
る
振
替
社
債
が

信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
の
申
請
） 

第
十
一
条 

信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
そ
の
直
近
上
位
機
関
（
第
三

号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
者
の
直
近
上
位
機
関
）
に
対
す
る
申
請

に
よ
り
行
う
。 

一 

振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
の
移
転
に
よ
り
当
該
振
替
社
債
に
つ
い
て
の

権
利
が
信
託
財
産
に
属
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合 

受
託
者 

（
削
る
） 

（
信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
の
申
請
） 

第
十
一
条 

信
託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
そ
の
直
近
上
位
機
関
に
対
す

る
申
請
に
よ
り
行
う
。 

 
一 
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
の
移
転
に
よ
り
当
該
振
替
社
債
が
信
託
財
産

に
属
さ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合 

受
託
者 

二 

信
託
の
終
了
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
が



 
  

25

 

二 

受
託
者
の
変
更
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利

が
信
託
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
に
移
転
す
る
こ
と
と

な
る
場
合 

同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
受
託
者 

三 

振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
を
固
有
財
産
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当

該
振
替
社
債
に
つ
い
て
の
権
利
が
信
託
財
産
に
属
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

 

受
託
者
及
び
受
益
者 

２ 

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

受
託
者
又
は
信
託
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
受
託
者
の
口
座

二
・
三 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
受
益
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
際
し
て

、
申
請
の
原
因
を
示
し
、
か
つ
、
当
該
申
請
の
原
因
を
証
す
る
資
料
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

移
転
す
べ
き
も
の
と
な
る
場
合 

受
託
者 

三 

受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合 

信
託
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

前
受
託
者 

 

（
新
設
） 

  

２ 

前
項
の
申
請
を
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

受
託
者
又
は
信
託
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
受
託
者
の
口
座 

二
・
三 

（
同
上
） 

（
新
設
） 

  

（
同
時
申
請
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
の
記
載
又

は
記
録
の
抹
消
の
申
請
は
、
同
号
に
規
定
す
る
権
利
の
移
転
に
係
る
振
替
の
申

請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
同
時
申
請
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
信

託
の
記
載
又
は
記
録
の
抹
消
の
申
請
は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
権
利
の
移
転

に
係
る
振
替
の
申
請
と
同
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
受
託
者
の
変
更
） 

第
十
三
条 

受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
法
第
五
十
九
条

第
一
項
に
規
定
す
る
前
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い

 
（
受
託
者
の
更
迭
） 

第
十
三
条 
受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
信
託
法
第
五
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
前
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
振
替
社
債
に
つ
い
て
同
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て
の
権
利
に
つ
い
て
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
の
口

座
に
増
額
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
旨
の
振
替
の
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
増
額
記
載
等
申
請
」
と
い
う
。
）
を
す
る
の
と
同
時
に
、
当
該
振
替

社
債
に
つ
い
て
の
権
利
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
第
十
一
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
る
申
請
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
変
更
記
載
等
申
請
」

と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
申
請
と
同
時
に
、
そ
の
変
更
を
証
明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

信
託
法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
六
号
又

は
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規

定
に
よ
る
受
託
者
の
任
務
の
終
了
及
び
受
託
者
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
信
託
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
も
、
増
額
記
載
等

申
請
及
び
受
託
者
変
更
記
載
等
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
第
一
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
託
者
変
更
記
載
等
申
請
は
、
増
額
記
載
等
申

請
と
同
時
に
し
な
け
ば
な
ら
な
い
。 

 
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
の
口
座
に
増
額
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
旨
の
振
替

の
申
請
を
す
る
の
と
同
時
に
、
当
該
振
替
社
債
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
一
項
第

四
号
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
と
同
時
に
、
そ
の
更
迭
を
証

明
す
る
資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

２ 

（
同
上
） 

３ 

信
託
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
又
は
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
受
託
者
の
任
務
の
終
了
及
び
受
託
者
の
更
迭
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

同
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
受
託
者
も
、
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
新
設
） 

（
国
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
五
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
九
十
一
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
条

第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の

（
国
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
五
条 
第
七
条
の
規
定
は
法
第
九
十
一
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
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場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 
 

（
地
方
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
六
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
地
方
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
六
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
投
資
法
人
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
七
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百

十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 
（
投
資
法
人
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
七
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
相
互
会
社
の
社
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
九
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら

（
相
互
会
社
の
社
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
十
九
条 
第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か
ら
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第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方
法

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
特
定
社
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
一
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か

ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第

百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
特
定
社
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
一
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か

ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方

法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
特
別
法
人
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
三
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か

ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第

百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
特
別
法
人
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
三
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条
か

ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
五

条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
方

法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準

用
） 

（
投
資
信
託
又
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準

用
） 
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第
二
十
四
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は

法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

第
二
十
四
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

 

 
 

（
貸
付
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
五
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は

法
第
百
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

（
貸
付
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
五
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
六
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は

（
特
定
目
的
信
託
の
受
益
権
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
六
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百
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法
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
同
上
） 

（
同
上
） 

（
同
上
） 
 

 
 

（
外
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
七
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は

法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
外
債
に
関
す
る
社
債
に
係
る
規
定
の
準
用
） 

第
二
十
七
条 

第
七
条
の
規
定
は
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六

十
八
条
第
三
項
第
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
八
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

十
五
条
に
規
定
す
る
記
載
又
は
記
録
に
つ
い
て
、
第
十
四
条
の
規
定
は
法
第
百

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定

め
る
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

附 

則 

（
特
例
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
条 

法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
特
例
社
債
（
同
条
に
規
定
す
る
特
例
社
債
を

い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
、
振
替
社
債
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄

（
特
例
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
条 

法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
特
例
社
債
（
同
条
に
規
定
す
る
特
例
社
債
を

い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
、
振
替
社
債
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二

十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
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」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、

又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

の
は
、
「
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録

す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
国
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
四
条 

法
附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
特
例
国
債
（
同
条
に
規
定
す
る
特
例
国
債

を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
、
振
替
国
債
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二

十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有

欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
国
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
四
条 

法
附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
特
例
国
債
（
同
条
に
規
定
す
る
特
例
国
債

を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
、
振
替
国
債
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十

三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百

二
十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
九
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記

録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
地
方
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条 

法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
地
方
債
（
同
項
に
規
定
す

る
特
例
地
方
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
地
方
債
（
同
項
に
規
定

す
る
振
替
地
方
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ

（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

（
特
例
地
方
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条 

法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
地
方
債
（
同
項
に
規
定
す

る
特
例
地
方
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に

記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
地
方
債
（
同
項
に
規
定

す
る
振
替
地
方
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規

定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ

（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条

か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
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す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八

条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。

 

欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

（
特
例
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
七
条 

法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
投
資
法
人
債
（
同
項
に
規

定
す
る
特
例
投
資
法
人
債
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、

又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
投
資
法
人
債
（
同
項
に
規
定
す
る
振

替
投
資
法
人
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、

第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条

第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
投
資
法
人
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
七
条 

法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
投
資
法
人
債
（
同
項
に
規

定
す
る
特
例
投
資
法
人
債
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、

又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
投
資
法
人
債
（
同
項
に
規
定
す
る
振

替
投
資
法
人
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（

第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か

ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第

三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

（
相
互
会
社
の
特
例
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
八
条 

法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
社
債
（
同
項
に
規
定
す
る

特
例
社
債
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
、
相
互
会
社
の
振
替
社
債
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
社
債
を

い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、

第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
相
互
会
社
の
特
例
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
八
条 

法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
社
債
（
同
項
に
規
定
す
る

特
例
社
債
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
、
相
互
会
社
の
振
替
社
債
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
社
債
を

い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第

百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
二
条

ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
特
定
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
九
条 

法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
定
社
債
（
同
項
に
規
定
す

る
特
例
特
定
社
債
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記

録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
特
定
社
債
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
特
定
社

債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条

、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一

条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」

と
あ
る
の
は
、
「
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
特
定
社
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
九
条 

法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
定
社
債
（
同
項
に
規
定
す

る
特
例
特
定
社
債
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記

録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
特
定
社
債
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
特
定
社

債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条

、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十

二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
特
別
法
人
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
条 

法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
別
法
人
債
（
同
項
に
規

定
す
る
特
例
特
別
法
人
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替

受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
特
別
法
人
債

（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
特
別
法
人
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九

条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十

（
特
例
特
別
法
人
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
条 

法
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
別
法
人
債
（
同
項
に
規

定
す
る
特
例
特
別
法
人
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替

受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
特
別
法
人
債

（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
特
別
法
人
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二

十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九

条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
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八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及

び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録

す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」

と
す
る
。 

 

（
特
例
投
資
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
二
条 

法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
投
資
信
託
受
益
権
（
同

項
に
規
定
す
る
特
例
投
資
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替

投
資
信
託
受
益
権
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
投
資
信
託
受
益
権
を
い
う
。
）
と

み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二

条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「

第
百
二
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 
（
特
例
投
資
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
二
条 

法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
投
資
信
託
受
益
権
（
同

項
に
規
定
す
る
特
例
投
資
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替

投
資
信
託
受
益
権
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
投
資
信
託
受
益
権
を
い
う
。
）
と

み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百

二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十

一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
四
条 

法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
（
同

項
に
規
定
す
る
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替

（
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
四
条 
法
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
（
同

項
に
規
定
す
る
特
例
貸
付
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
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貸
付
信
託
受
益
権
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
貸
付
信
託
受
益
権
を
い
う
。
）
と

み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二

条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「

第
百
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

貸
付
信
託
受
益
権
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
貸
付
信
託
受
益
権
を
い
う
。
）
と

み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、

第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百

二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 

（
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
六
条 

法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権

（
同
項
に
規
定
す
る
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
、
振
替
特
定
目
的
信
託
受
益
権
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
特
定
目
的
信
託
受

益
権
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十

一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十

八
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る

。 

 

（
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
六
条 

法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権

（
同
項
に
規
定
す
る
特
例
特
定
目
的
信
託
受
益
権
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
、
振
替
特
定
目
的
信
託
受
益
権
（
同
項
に
規
定
す
る
振
替
特
定
目
的
信
託
受

益
権
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百
十
三

条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二

十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と
あ
る

の
は
、
「
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 
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（
特
例
外
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
八
条 

法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
外
債
（
同
項
に
規
定
す

る
特
例
外
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記

載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
外
債
（
同
項
に
規
定
す
る

振
替
外
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百

二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保

有
欄
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第

三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

（
特
例
外
債
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
八
条 

法
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
特
例
外
債
（
同
項
に
規
定
す

る
特
例
外
債
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
振
替
受
入
簿
に
記

載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
振
替
外
債
（
同
項
に
規
定
す
る

振
替
外
債
を
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
（
第
百

十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
か
ら
第

百
二
十
二
条
ま
で
、
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
」
と

あ
る
の
は
、
「
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
三
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
欄
」
と
す
る
。 

 
 

 
 

 


